
北九州市立地適正化計画  

居住誘導区域の変更手続きについて（報告） 

 

１． 背景 

北九州市立地適正化計画（以下、「計画」という。）では、5年ごとに計画の

見直しを行うこととしているが、計画策定後に居住誘導区域の変更が必要と 

なる事象が発生している。 

① 居住誘導区域における災害発生のおそれのある区域の指定 

② 市街化区域の編入や土地利用の転換など居住誘導区域の要件を満たす 

都市計画変更 

 

２．目的 

  計画で示す居住誘導区域設定の考え方（別紙「居住誘導区域の設定フロー」

参照）に基づき、居住誘導区域を変更し、 目指すべき都市像の形成を促進す

る。 

① 災害発生のおそれのある区域を居住誘導区域から除外し、災害から市民

を守る。 

② 公共交通利用圏、良好な居住環境の形成が見込まれる区域を居住誘導区

域に編入し、街なか居住を推進する。 

 

３．居住誘導区域の変更の考え方 

  5 年ごとの計画の見直し時を変更の機会としつつ、緊急性や必要性がある 

場合は随時の変更を行う。 

 

４．変更手続きについて 

  都市再生特別措置法第 81 条 19 項（同条第 17 項）に基づき、変更案の縦覧

及び公聴会の開催、都市計画審議会の意見聴取を行う。 
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６-２ 居住誘導区域の設定 

（１）設定フロー 

居住誘導区域の設定の基本的考え方をフローにすると次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 居住誘導区域の設定フロー 

居住誘導区域の設定 

ＳＴＥＰ１：居住誘導区域に「含む区域」を設定 

●都市機能誘導区域 

●公共交通利用圏 

 ・鉄軌道駅半径500m圏、バス路線(主要幹線軸､幹線軸※に係るもの)沿線300m圏(標高５０ｍ以上の高台

地区は100m圏) 

●良好な居住環境が形成・保全される区域 

 ・土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、又は開発許可による開発・整備区域であって、５ｈａ   

以上の住宅系地区計画が定められた区域 

ＳＴＥＰ２：居住誘導区域に「含まない区域」を設定 

●市街化調整区域など 

 ・市街化調整区域、農地、保安林の区域 など 

●災害発生の恐れのある区域 

 ・土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域 など 

●法令・条例により住宅の建築が制限されている区域 

 ・工業専用地域、地区計画（住宅の建築が制限されているもの 。「都市機能誘導区域」は除く）、      

臨港地区（住宅の建築が制限されているもの）、特別用途地区（特別工業地区） 

●宅地造成工事規制区域（「良好な居住環境が形成・保全される区域」は除く） 

●工業地域のうち工業専用地域又は臨港地区と隣接し、かつ、一体的な土地利用がなされて

いる区域 

居住誘導区域の確定 

※主要幹線軸：概ね10分に1本以上の頻度で公共交通機関

が運行する交通軸 

幹 線 軸：概ね30分に1本以上の頻度で公共交通機関

が運行する交通軸 

ＳＴＥＰ３：目標値の設定 

居住誘導区域の設定フロー 

６ 居住誘導区域 
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